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基板の表面に成分が一定の密度で存在する解析装置の発明において，発明の詳細○

な説明に，当業者が「容易にその実施をすることができる程度に，その発明の目的，

構成及び効果」（平成２年法律第３０号による改正前の特許法３６条３項）が記載さ

れているというためには，一定の密度で，各成分が基板上に存在するものを製造する

ことができ，かつ，それが解析装置として使用可能なものであることが示されている

必要があるとされた事例

（関連条文）平成２年法律第３０号による改正前の特許法３６条３項（現行３６条４項１

号）

（要旨）

本件発明に係る解析装置は，１ 当たり１０ ～１０ 箇所の決められた位置に，１cm ２ ３ ６

０ ～１０ 種類の異なる基板表面成分を表面に有する基板を備えるものであるから，発明３ ６

の詳細な説明に，本件発明を容易に実施することができる程度に記載されている（平成２

年法律第３０号による改正前の特許法３６条３項）というためには，１０ ～１０ ／１３ ６

という成分密度で，各成分が基板上に存在するものを製造することができ，かつ，そcm ２

れが解析装置として使用可能なものであることが示されている必要がある。

原告は，最判平成１２年２月２９日民集５４巻２号７０９頁（黄桃事件判決）を挙げて，

本件発明の実施可能性を判断する上では，収率は問題にならないと主張する。しかし，黄

桃事件判決は，植物の育種という技術分野の「特性にかんがみ」，植物の再現の「確率が

高いことを要しない」と判断したものである。したがって，本件発明のような「解析装

置」についての発明の実施可能性の判断にまで，黄桃事件判決の趣旨が及ぶものではない。

本件発明は「装置」の発明である以上，常に一定の効果を発揮するからこそ「発明」とい

うことができるものであり，当業者が反復実施してその目的とする技術効果を挙げること

ができる程度にまで具体化され，客観化されたものでなければならない。また，明細書の

記載は，当業者が容易に反復して発明の実施をすることができる程度のものでなければな

らない。


